
お勤めの会社を退職する場合は、年金受給 または

一時金受取り（全部解約）の手続きが必要となります。

※再就職または雇用継続等により、電通共済生協の職域組織で
お勤めし、総合共済加入を継続される場合は、満65歳の年度
末まで積立契約を継続することができます。

① 年金受給をすぐに開始する
② 年金受給を先延ばしする（据置：1年単位で最長10年）
③ 一時金で受取る（全部解約）

①『年金報告書』を提出 ⇒ 労連共済本部へ郵送
② 手続書類一式を自宅郵送（提出した月の翌月下旬）
③ 『年金・繰延（据置）申出書』等を返送（郵送）
④ 年金受給または据置の開始

※年金報告書は退職月の前月から遅くとも退職月内に提出して
ください。提出が遅れると退職時の任意積立や年金受給がで
きなくなる場合があります。

※説明会に参加した場合は、当日、年金報告書を配布・記入・回収
し、組合がとりまとめて労連共済本部に郵送します。

３．年金受給（据置を含む）を希望する場合

１．退職時の手続き

２．積立金の受取方法（3つの選択肢）

年金共済《ひろがり》のお手続き

【参考】年金共済《ひろがり》退職予定者説明会資料



年金受給を選択するためには、年金月額が２万円以上になる
年金原資額（最低120万円）が必要です。

※年金原資額が不足している場合は、受給手続き時の任意積立で
年金原資額を積み増しすることができます。
※年金受給手続きの際に、積立金の一部を受取ることができます。

４.年金受給に必要な原資額

５.年金の種類

受取期間 特徴/備考

確定年金
5年・10年

15年・20年

はじめから最後まで同額の年金を受
取る。

重点給付型
確定年金

10年・15年
20年

当初5年間の受取額を厚くし、6年
目以降は当初の50％の金額を受取
る。

終身年金 本人存命中 終身タイプ。15年保証期間付き

夫婦連生
年金

本人または
配偶者存命中

配偶者を含めた終身タイプ。15年
保証期間付き。保証期間満了後、本
人死亡で配偶者が受取る場合は、当
初の80％の金額を受取る。

①偶数月の15日（土日祝日は翌営業日）に、支払日の前月分
までの年金（通常2ヵ月分）を年6回支払います。

②初回支払日 6月15日（4月・5月の2ヵ月分）

※手続きが遅れると、初回支払日が遅くなります。
（8月16日支払の場合は、4月～7月の4ヵ月分）

６.年金のお支払い

７.一時金としての受取を希望する場合

① 全部解約請求書を提出 ⇒ 労連共済本部へ郵送
② 年間スケジュールに沿って労連共済本部で受付処理
③ 締切日から概ね１ヵ月後に、指定口座に解約金を振込



【年金報告書 記入例】

２１ 3 3１

８.その他

090 9999 9999

積立金の受取方法を決めかねている場合は、まず「年金報告書」を
提出してください。年金受給手続きの流れの中で全部解約への変更
は可能ですが、全部解約請求書提出後、年金受給に変更できません。



【全部解約請求書 記入例】


